
京都市高齢者施策推進協議会

第２回地域共生推進ワーキンググループ

日 時：令和８年６月１６日 １０時～
場 所：京都市役所分庁舎 第４会議室

本日のテーマ

 地域における支え合い体制の
 構築について
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１ 出席者自己紹介

２ 事務局よりテーマ説明
（１）論点（課題）
（２）実施中の関連事業
（３）他都市事例

３ 意見交換

４ 意見のとりまとめ・方向性

本日の流れ
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出席者自己紹介

氏 名 所属団体・役職など 備 考

井垣 敦 （公社）認知症の人と家族の会京都府支部代表

奥本 喜裕 （一社）京都地域密着型サービス事業所協議会会長

喜多 晃子 京都弁護士会弁護士

児玉 賢 （一社）京都府薬剤師会常務理事

志藤 修史☆ 大谷大学社会学部教授

寺内 成子 京都市地域女性連合会理事 欠席

中野 悦子 京都市民生児童委員連盟理事

中山 英之 （一社）京都市老人クラブ連合会常務理事・事務局長 欠席

藤田 邦雄 市民公募委員

吉川 彰 （福）京都市社会福祉協議会事務局次長

（五十音順・敬称略  ☆は部会長）
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テーマと論点

テーマ 地域における支え合い体制の構築について

論点① 地域の支え合いの仕組みの構築と活動の活性化
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、多様な主体の参画

による支え合い活動を充実し、すべての人に「居場所」と「出番」のある社会を

実現する必要がある。こうした地域の支え合いの仕組みをどのように構築し、活

動の活性化を図るか。

論点② 地域の高齢者など多様な主体の活躍
これからの支え合い体制の構築には、介護事業者はもとより、元気な高齢者や

民間企業など、多様な主体の参画が欠かせない。「通いの場」での社会参加を通

じた支え合いなど、多様な主体の活躍をどのように促進していくか。

4



１ 地域支え合い活動創出事業（生活支援体制整備事業）

２ 地域支え合い活動補助事業
 （介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス・活動Ｂ）

３ 生活支え合い型ヘルプサービス

 （介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス・活動Ａ）

４ 多様な通いの場・就労の取組

５ 区・支所地域コミュニティＨｕｂ

実施中の関連事業
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背景

急速に高齢化が進み、一人の若者が一人の高齢者を支える時代がやってくる

出典：総務省「国勢調査」、社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（Ｈ24年1月推計）」

６５歳以上１人に対して
２０歳～６４歳は

9.1人

65歳以上1人に対して
20歳～64歳は

2.4人

65歳以上1人に対して
20歳～64歳は

1.2人（推計）

目指す社会

高齢者が長く社会で
活躍できる社会をつ
くり互いに助け合う

１９６５年

胴上げ型社会

２０１２年

騎馬戦型社会

２０５０年

肩車型社会

１ 地域支え合い活動創出事業（生活支援体制整備事業）
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背景

「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」や「協議体」の設置等を通じて、
互助を基本とした生活支援等サービスが創出されるよう取組を積極的に進める。

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置

高齢者の生活支援・介護予防サービス（以下「生活支援等サービス」という。）の体制整備
を推進していくため、（略）以下の（ア）に掲げるコーディネート機能を有する者を「生活
支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」とし、市町村区域（第１層）及び日常生活
圏域（第２層）に配置する。（略）

出典：地域支援事業実施要綱＿生活支援体制整備事業（法第115条の45第２項第５号）より抜粋

協議体の設置

（略）市町村が主体となって、
生活支援コーディネーターと
生活支援等サービスの多様な
提供主体等が参画する定期的
な情報の共有・連携強化の場
を設置することにより、生活
支援コーディネーターを補完
し、多様な主体間の情報共有
及び連携・協働による体制整
備を推進することを目的とす
る。

第１層・第２層の役割
第１層：市町村区域で①～⑤を中心に行う機能
第２層：日常生活圏域で、①～⑥を行う機能

① 地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起
② 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ
③ 関係者のネットワーク化

④ 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一
⑤ 生活支援の担い手の養成やサービスの開発（担い手を養成し、組織化し、担い手を支援活動に

つなげる機能）
⑥ ニーズとサービスのマッチング

１ 地域支え合い活動創出事業
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京都市の実施状況

平成２８年５月から

・各区社会福祉協議会に１１名（各区１名）
・統括者として「統括地域支え合い活動創出コーディネーター」
を市社会福祉協議会に１名配置

・「地域支え合い活動調整会議」（協議体）を各区・支所単位で設置

平成３０年４月から

・区・支所（計３地区）のコーディネート業務を担っていた
伏見区において、新たに１名を追加配置

令和６年１０月から

・西京区と伏見区に新たに１名ずつ（洛西支所及び深草支所
担当として）追加配置

現在、地域支え合い活動創出コーディネーター１４名、
統括地域支え合い活動創出コーディネーター１名を配置。
第１層・第２層の役割を担い取組を進めている。

コーディネーターのアウトリーチ回数

487

584

760 762

0
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R4 R5 R6 R7

R4 R5 R6 R7

支援した
取組件数（件）

40 89 72 54

１ 地域支え合い活動創出事業
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取組事例 上京フルブルームプロジェクト（上京区）

参加者の声

活動に参加することで、仲間ができた。
収穫も楽しみだが、作業をしながらメン
バーで話をするのが楽しい(70代男性）

園芸活動をきっかけに、いろんな世代の人が関われる地域づくり

○活動拠点を増やし、上京区全体で取り組むプロ
ジェクトとして充実させる。

○さまざまな形での参加を支援し、やりがいの充
実を外部の関係機関等に発信できるよう関わる。

○区内の既存の園芸活動団体も含め、団体同士が
交流できる場をつくる。

○介護予防推進センターより「参加者に園
芸活動に興味関心のある方が多くいる」
という情報共有があった。

○施設職員より特養の屋上を活用して何か
できないかという相談があった。

○ニーズをつなぎ合わせることで「園芸活
動をきっかけにした多世代交流の場づく
り」が生まれた。

○地域支え合い活動入門講座を実施し、園
芸に関心のある活動者の募集を行った。

背景・経緯 ＳＣとしてのねらい

特色

○屋上で野菜づくりを楽しむグループが結成。収穫した野菜
は施設にも届け、笑顔を広げることを目指す温かい活動に
なっている。

○児童館を会場に「こけ玉づくり」の講座を実施。
会場の障害デイの利用者や子育て支援の親子連れが参加した
準備作業や講座で使用する材料の提供という形で、個別支援
の対象者の参加につながった。 

１ 地域支え合い活動創出事業
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取組事例 居場所づくり学習会＆情報交換会（北区）

ココがワタシのアナザースカイ ～楽しさがめぐるまち～

○これまでから関わりのある団体より
「取組がマンネリ化している。他団
体の様子も聞いてみたい。」という
声を聞き、団体同士が交流できる場
の必要性を感じる。

○他分野多世代交流という視点から北
区内の居場所（子ども・高齢者問わ
ず）を運営する団体が集まり、学び、
交流する機会を提供することで、各
団体の活性化へつなげたい。

○“場を創る”活動に取り組む団体同士の情報交換・ネットワークづくり。
○他団体の様子を知ることで、自分たちの活動を発展させる。
○自団体の魅力・強みを発見し、担い手のモチベーション向上につなげる。
○SCとして活動での困りごとや課題を把握する。

背景・経緯

居場所が「参加者も担い手も安心できる場所」であることで、自然と参加者の
得意を活かした役割が生まれ、担い手の負担軽減にもつながることが共通認識
として共有された。
また、参加者同士でつながる時間も設けられ、「新規メンバー集めの工夫」
「参加者が楽しめるアイデアを教えてほしい」等、各団体の困りごとが発信さ
れた。「SNSや自治会掲示板は若い世代も見ているので、広報活動に力を入
れることが大事ではないか」「少し若い世代に広報を手伝ってもらうことで世
代間交流も生まれるのではないか」というアイデアの他、「居場所に行ってプ
ログラムを提供しているので、ぜひ声をかけてほしい」という団体同士の繋が
るきっかけとなる場面も見られた。

当日の様子

ＳＣとしてのねらい

１ 地域支え合い活動創出事業
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課題

○ 地域へのきめ細かなアウトリーチ活動の実施

＜コーディネーターの声＞

・大規模区では移動範囲が広く、車で片道20～30分のロスになることもある。
・地域包括支援センターとの連携が重要であり、同センターが主催する地域ケア会議に参加するが、
担当区域のセンター数が多いほど日程のブッキングや会議数の負担が大きい。

・地域から「やりたい」という声があがっても、時間が足りず、コーディネーターとして十分に
関われないことがある。

○ 第１層コーディネーター的役割の遂行

○ 地域支え合い活動創出コーディネーターの認知度向上

＜コーディネーターの声＞

・地域住民、関係機関との信頼関係が重要であるが、異動等で担当コーディネーターが変更となった
場合、まずコーディネーターの役割について理解してもらうことから始める必要があり、信頼関係
の構築に時間を要する。

１ 地域支え合い活動創出事業
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要支援者等の高齢者の日常のちょっとした困りごとについて、地域における多様な主体による
支え合い活動を推進していくため、介護予防・日常生活支援総合事業において、市民主体
のボランティアによる生活支援活動に対する補助を実施
（令和８年度新規・充実事業 予算額：６５０万円）

市民の主体的な活動として、要支援者等の居宅において生活支援（※）を提供する法人又は任意団体
（※）買物、掃除、庭仕事、電球交換、移動支援など

補助対象団体

・人件費（利用者の利用調整等を行う者に対する人件費）
活動回数に応じて、月当たり定額1,000円～5,000円

・活動費（ボランティア謝礼、通信運搬費、物品購入費、ボランティア保険料等）
活動回数に応じて、月当たり上限5,000円～15,000円
※車両による移動支援を行う場合は、月当たり上限10,000円～30,000円

・新規立ち上げに要する費用
団体を立ち上げた年度に限り上限50,000円

補助対象経費

２ 地域支え合い活動補助事業
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活用の促進に向けた取組

補助金の内容や申請手続の流れ、団体運営のポイント等を記載した「京都市地域支え合い活動補助金の
手引き」を作成し、京都市ＨＰに掲載するとともに、説明動画を掲載。
また、事業周知や活用促進のためのリーフレットを作成し、各区役所・支所に配架。

手引き等の作成

・補助事業の活用による地域の支え合い活動の活性化や機運の醸成を目的とした情報交換会を開催。
 令和８年度は本市からの制度説明に加え、基調講演、団体による取組発表、質疑応答等を実施。
（４月１７日開催。参加者１１９名）
・団体同士の交流や情報交換、関係機関の連携促進等を目的に、令和９年度以降も毎年開催予定。

情報交換会の開催

制度開始について市民しんぶん（５月号）に掲載。今後、活動団体の紹介や補助金の活用事例等について
市民しんぶん各区版等への掲載を検討中。

市民向け広報

２ 地域支え合い活動補助事業コーディネーターの
活躍
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申請状況 １１件（令和８年６月１６日時点）
＜参考＞京都市福祉ボランティアセンターに登録されている生活支援活動団体 ４１団体

※「ひと・まち交流館京都 団体情報検索ページ」にて高齢者支援（生活・介護）の登録団体を検索



介護予防・日常生活支援総合事業における「支え合い型ヘルプサービス」（本市の定める研
修を修了した従事者等による生活援助）の報酬単価を「生活支援型ヘルプサービス」（ホー
ムヘルパーによる生活援助）と同額に引き上げ、生活援助に係る地域での支え合いを促進

３ 生活支え合い型ヘルプサービス

介護型 生活支援型 支え合い型

サービス提供内容
訪問介護員による身体介護、
又は身体介護と併せて利用
する生活援助

訪問介護員による生活援助
本市が定める研修を修了した
従事者等による生活援助

１回当たり報酬 287 220 214

介護型 （新）生活支え合い型

サービス提供内容
訪問介護員による身体介護、
又は身体介護と併せて利用
する生活援助

本市が定める研修を修了した従事者等による生活援助

１回当たり報酬 287 220

＜令和７年度まで＞

＜令和８年度から＞

訪問介護員は
より専門性の高い業務に注力

・地域のつながりの継続
・地域住民の活躍
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３ 生活支え合い型ヘルプサービス

【指定訪問型サービスの事業所数】 令和８年４月１日時点

介護型
ヘルプサービス

生活支え合い型
ヘルプサービス

合計

469 277 746

【利用者数】 令和８年３月利用分

介護型
ヘルプサービス

生活支援型
ヘルプサービス

支え合い型
ヘルプサービス

合計

3,786人 996人 75人 4,857人

（78.0%） （20.5%） （1.5%）
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【生活支え合い型ヘルプサービス従事者養成研修修了者数（累計）】 令和８年４月１日時点

1,470人



通いの場や就労の取組は、高齢者の介護予防や健康寿命の延伸に寄与するとともに、元気な高齢者が、地域での交流
を通じて、身近な高齢者のニーズを把握し、支え合い活動の創出に繋がることも期待される。

４ 多様な通いの場・就労の取組

健康長寿サロン

地域住民が主体となって開設するサ
ロンの取組を支援。集会所や空き店
舗を活用し、趣味の活動や介護予防
の取組を実施。
＜設置数＞ １１９箇所（R７年度）
＜活動内容＞

健康体操、囲碁・将棋、茶話会
カラオケ、健康マージャン など

老人福祉センター

同好会活動（卓球、囲碁・将棋な
ど）の場の提供や介護予防の取組
（健康体操、教養講座など）を実施。
＜設置数＞ １７箇所
＜活動内容＞

健康体操、筋トレ、卓球
ダンス、囲碁・将棋
スマホ講座 など

シルバー人材センター

長年培ってきた技能や経験を生かした
短期的また軽易な就労を通して「健康
で生きがいのある生活」を支援。
＜主な就労内容＞

除草・剪定、筆耕
駐車場管理、パソコンの指導
福祉・家事援助サービス など

健康すこやか学級

小学校の空き教室などで要支援又は
要介護状態への進行を予防する体操
などを実施。
＜実施個所＞ １６７箇所（７年度）
＜活動内容＞

簡単な運動、介護予防講座
茶話会、レクリエーション など

老人クラブ

高齢者自ら生きがいと健康づくり、
ボランティア活動などを行うクラブ
の運営を支援。
＜設置数＞ ７５２クラブ（R７年度）
＜活動内容＞

独居高齢者見守り（友愛活動 ）
グラウンドゴルフなど健康づくり
事業、清掃・美化活動など
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通いの場通いの場

通いの場 就労

地域活動

担い手としても
活躍！



（参考）高齢者の地域活動への意欲等について
～令和７年度実施「すこやかアンケート」調査結果より～

是非参加したい      
7%

参加してもよい      
47%

参加したくない      
39%

既に参加している    
4%

無回答            
3%

地域活動の参加者としての参加意向

是非参加したい      
3%

参加してもよい      
29%参加したくない      

58%

既に参加している    
3%

無回答            
7%

地域活動の企画・運営（お世話役）としての参加意向

している            
8%

今はしていないが今後

はしてみたい        
7%

特に考えていない    
61%

無回答            
24%

健康づくりや介護予防のためにしていること（ボランティア活動）
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41.7%

4.8%

24.0%

11.1%

5.5%

11.4%

7.0%

5.9%

4.4%

35.7%

話し相手            

家事の手伝い        

荷物を預かったりすること                

食料品・日用品などの買い物の手伝い      

子供たちの世話（遊び相手や見守り）      

一人暮らしの高齢者の方などの見守りなど  

急病人が出たときの世話や手伝い          

冠婚葬祭の手伝い    

その他              

無回答            

近所で手助けや協力ができること ＜複数回答＞



（参考）高齢者の地域活動への意欲等について
～令和７年度実施「すこやかアンケート」調査結果より～

18

日常生活で不自由に感じていること ＜複数回答＞

13.8%

14.8%

7.7%

10.5%

12.6%

10.3%

7.3%

13.3%

11.2%

8.5%

4.7%

16.8%

7.7%

18.3%

22.5%

5.2%

31.2%

食事の準備・後片付けをすること          

掃除・ごみ出し・洗濯などの家事をすること

衣服の着脱・食事・入浴に関すること      

身体機能の維持・向上のための運動教室を受ける場がないこと    

段差や間取り、耐震など住まいの建物構造に関すること          

契約や財産管理の手続きをすること        

相談に乗ってもらえる人が身近にいないこと

外出時の移動が負担であること            

病院に通院すること  

近くに話し相手がいないこと              

自分を介助する家族などの負担が大きいこと

買い物したり、荷物を持ち運ぶこと        

高齢者どうし、また、高齢者と若者や子どもとの世代を超えた交流が行えるような居場所がないこと

住宅の軽微な修繕に関すること            

電球の交換、部屋の模様替え、庭木の手入れ等をすること        

その他              

無回答            



人と人とをつなぐ結節点となり、全ての人に「居場所」と「出番」を創出するため、令和７年度から、「地域コ
ミュニティHub」を設置（各区役所・支所に「区Hub」、京都市役所に「市Hub」を設置）
組織の垣根を越えて、地域の多様な主体の「つながり」や「むすびつき」を形成・促進する中で、つながり・支え
合うコミュニティ形成を支援 （実際のコミュニティ例）９ページ：上京フルブルームプロジェクト

５ 区・支所地域コミュニティＨｕｂ

【きょうと市民しんぶん
令和7年5月1日号】19



１ 多様な主体の参画例

２ 地域資源の見える化

３ 介護予防・日常生活支援総合事業の充実

４ 活動の担い手を増やすための取組

他都市事例

20



・誰もが気軽に集まり交流することができる「地域の
茶の間」を設置し、介護予防と生活支援を一体
的に推進。それぞれが生きがいや役割を持つことで、
自発的な参加意欲が生まれる場となっている。

・市内９か所に設置する「地域包括ケア推進モデ
ルハウス」には定期的に専門職を派遣し、相談・ア
ドバイスを実施。

・地域の茶の間の理念や、運営のノウハウを学ぶ
「茶の間の学校」で人材を育成。

新潟県新潟市（１）地域住民の活動

１ 多様な主体の参画例

（出典）厚生労働省「通いの場の類型化について」をもとに本市作成

社会参加

多世代交流 役割・出番

生きがい

21



・民間企業と地域の共同型で「まちかど運動教室」を展開。地域で
 会場を確保し、民間企業が講師のインストラクターを派遣。

・生活支援や健康寿命延伸に寄与するサービスを展開する民間企
業に市から声をかけて協議の場を設置し、高齢者のニーズや利用
のしにくさなどを協議。

・公的保険外サービスの創出・促進に関する協定を18の民間企業
等と締結。

愛知県豊明市（２）民間事業者の参画

民間企業との協議の場にはリサイクル業者、
フィットネスクラブ、清掃業者、食品メーカー、
スーパーマーケット、天然温泉施設、カラオ
ケ施設、学習塾等が参画

自動車販売店の商談スペースでの体操教室

温泉施設での健康講座

カラオケボックスを利用した体操教室

（出典）厚生労働省「これからの地域づくり戦略 ３部作」、「通いの場の類型化について」をもとに本市作成

１ 多様な主体の参画例

22



・ショッピングセンターにサロンを開設。そこを会場として、フレ
イル状態等の高齢者を自宅から送迎し、買物を通じて身
体・認知機能を高める取組を実施。

・専用カートの貸与により、足腰に不安のある高齢者でも安
心して買物ができるよう支援。

・そのほか、ノルディックポールを用いた健康体操や、様々な
相談対応等を実施。

島根県雲南市

１ 多様な主体の参画例

買物リハビリ

ノルディックポールを用いた健康体操専用のショッピングカートを用いた買物支援

要支援１～要介護２の身の回りの動作(ADL)、生活行
為(IADL)の可否を示した図。生活行為の中でも買物は
最もできなくなる割合が高い。

（出典）内閣府の公開資料等をもとに本市作成
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・生活支援活動の有償ボランティアを行っていたNPO法人が、一人
暮らし高齢者等の居場所の必要性を感じて開設。

・もともとは空き家を活用して始めたが、ボランティア活動の事務所
内に移転。生活支援活動の参加者が中心となり居場所を運営。

・毎日のランチのほか、おしゃべり、編み物、休憩、体操など自由な
活動を実施。

山形県天童市（３）NPO法人の参画

１ 多様な主体の参画例

（出典）公益財団法人さわやか福祉財団「いつでもだれでも行ける場所を広げよう！居場所ガイドブック」をもとに本市作成

24



・大学と連携し、子どもからお年寄りまで誰でも自由に出入り
できる地域交流拠点を整備。

・学生等との協働により、大学の研究資源を活かした事業や
学生インターンシップ受入事業、高齢者の見守りサポート事
業、環境整備事業も実施。
・現代社会で見失いがちな、まち（隣近所）の中での思いや
り、助け合いを育んでいけるよう、誰でも自由に出入りでき、
ともにまちを考え、あたたかな人間関係が生まれる交流の場
を目指している。

（４）様々な地域資源の活用

１ 多様な主体の参画例

大学との連携 東京都港区

（出典）一般社団法人共生社会推進プラットフォーム「人生100年時代の地域づくり 各地域で注目される通いの場」をもとに本市作成
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・古いニュータウンの住宅地における町内会活動をベースに農的活
動を実施。

・地域の高齢者の社会参加促進と活躍の場を作るため、地域の会
館の跡地を活用した「青空サロン」に菜園を設置し活動を開始。

・収穫した野菜を移動販売の買い物客に提供することで、意欲を高
めるとともに移動販売の集客に役立てる相乗効果を狙っている。

１ 多様な主体の参画例

農福連携 宮城県仙台市

（出典）東京都健康長寿医療センター研究所／東北ケアファーム研究会「東北における高齢者の農的活躍のすすめ～農業を活かした、高齢者の生きがいと役割づくり・社会貢献と社会参加の促進に向けて～」をもとに本市作成
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愛知県豊川市

・民間企業と連携し、集いの場などの地域資源情報をオンラ
インマップや掲示板としてのリアルタイムな情報として展開。

・これまで紙媒体で発行していた地域資源情報をオンライン
マップとして提供することで、即時性の高い情報を提供。

・掲示板機能では、地域の活動者が発信しているイベントや
行事のチラシといったリアルタイムな地域情報を展開でき、利
用者は日付やジャンルごとに検索可能。

・市社協との協働により、令和７年３月から実証事業を開
始。周知集客及び発信管理業務の効率化を図れるか検
証を行う。

じょいなす豊川（R7.3～）

２ 地域資源の見える化

（出典）豊川市ホームページをもとに本市作成
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神奈川県横浜市

・通所型サービス・活動Ｂ事業の実施を目指す、ボランティアを始めとした地域住民の方々が、
 地域の拠点などにおいて、広く高齢者の方に対する居場所づくりや介護予防のサービスを提供
する活動

・通所型サービス・活動Ｂ事業実施までの準備期間として実施。活動に係る費用に最大４年間
補助金を交付
（補助金額：最大60万円／年）

通所型サービス・活動Ｂ事業の実施に向けた助走事業（R8～）

３ 介護予防・日常生活支援総合事業の充実

・地域の拠点などで、要支援者等を中心とした利用者に、定期的に（週１回以上かつ概ね３時間
以上）高齢者向けの介護予防に資するプログラムを提供する住民主体のボランティア等に補助金
を交付
（補助金額：活動費 最大60万円／年、拠点家賃等 最大240万円／年）

通所型サービス・活動Ｂ

住民主体により展開される通所型のサービスや活動。
・高齢者が担い手となって活動（就労的活動を含む。）することができる活動
・セルフケアの推進のため一定の期間を定めて行う運動習慣づけのための活動
・高齢者の社会参加のための生涯学習等を含む多様な活動
・住民や地域の多様な主体相互の協力で行う入浴・食事等の支援
などが想定されている。

（出典）横浜市ホームページをもとに本市作成
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大阪府大東市

・生活援助の訪問型サービス・活動Ａについて、民間事業者等（ハウスクリーニングや家事代行など
を事業としている会社、生前整理を主な事業としている会社、シルバー人材センターの３事業者）
に委託して実施

・生活援助は原則として生活サポート事業（①訪問型サービス・活動B）の利用とし、それで対応
できない方には生活援助型訪問サービス（②訪問型サービス・活動A）、それでも対応できない方
には短時間介護予防型訪問サービス（③従前相当サービス）を実施

・市は、民間事業者への参入促進のため、市内でサービスを提供しているハウスクリーニング業者への
声かけや、大阪府の産業部局の協力のもと、「大阪健康寿命延伸産業創出プラットフォーム」に
登録している企業への声かけを行った。

生活援助型訪問サービス（訪問型サービス・活動A）

３ 介護予防・日常生活支援総合事業の充実

（出典）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「介護予防・日常生活支援総合事業をもう一度考えるためのガイドブック」をもとに本市作成

＜生活援助の実施主体別優先順位＞
① 訪問型サービス・活動Ｂ → 市民主体
② 訪問型サービス・活動Ａ → 民間企業
③ 従前相当サービス → 介護事業所
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兵庫県神戸市

・運動などを含む介護予防プログラムを民間企業等の多様な主体に委託して実施

・週１回、１回当たり90分以上で、運動プログラムのほかは各事業者によるオリジナルプログラムを実施

・管理者とスタッフをそれぞれ１名以上配置。資格要件はなし。

・事業者はプロポーザルにより選定。令和８年度は10事業者で
 実施、令和10年度から順次実施場所を追加し、令和12年度
 には市内76か所（圏域ごと）で実施予定。

「新しい通所型サービス」（通所型サービス・活動A）（R8～）

３ 介護予防・日常生活支援総合事業の充実

兵庫県宝塚市

・要支援者等で生活援助のみ利用希望する方は原則、訪問型サービスA又は訪問型サービスBの
利用とする。

・例外的に従前相当サービスを利用する場合は、事前に理由書の提出が必要

・訪問型サービスA（研修修了者等による生活援助）に独自加算を新設

・訪問型サービスB（住民主体による生活支援活動への補助事業）を新設

訪問型サービスの運用見直し・訪問型サービスBの新設（R8～）

音楽、調理、ウォーキング、農業・園芸、フラワーア
レンジメント、絵画、健康マージャン、地域の歴史
学習・フィールドワーク等を想定

（出典）宝塚市ホームページをもとに本市作成

（出典）神戸市ホームページをもとに本市作成
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福岡県北九州市

・定年退職世代など主に中高年の方を対象とした、地域活動・ボランティア
活動の入門書「いきいき生活のための地域デビュー手引書」を発行。

・退職後の「生きがい」や「やりがい」を身近な場所で見つけるヒントを掲載。

・企業の退職者説明会やライフプランセミナー、ボランティア団体や地域団体
の研修会等での活用を呼び掛けている。

いきいき生活のための地域デビュー手引書

４ 活動の担い手を増やすための取組

（出典）北九州市ホームページをもとに本市作成
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意見交換

１ 地域の支え合いの仕組みの構築と活動の活性化
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、多様な主体の参画

による支え合い活動を充実し、すべての人に「居場所」と「出番」のある社会を
実現する必要がある。こうした地域の支え合いの仕組みをどのように構築し、活
動の活性化を図るか。

２ 地域の高齢者など多様な主体の活躍

これからの支え合い体制の構築には、介護事業者はもとより、元気な高齢者や

民間企業など、多様な主体の参画が欠かせない。「通いの場」での社会参加を通

じた支え合いなど、多様な主体の活躍をどのように促進していくか。

32



参考資料

１ ケアマネジメントの諸課題に関する検討会資料

２ 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会資料

３ 政令指定都市における多様なサービス・活動の実施状況
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（抜粋）
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生活支援
コーディネーター
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政令指定都市における多様なサービス・活動の実施状況 令和６年４月１日時点

札幌市 仙台市 さいたま市 千葉市 横浜市 川崎市 相模原市 新潟市 静岡市 浜松市

訪
問
型

Ａ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ ー ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○

Ｃ ○ ○ ー ー ○ ー ー ○ ○ ー

Ｄ ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○

通
所
型

Ａ ー ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ ー ○ ○ ○ ○ ー ○ ー ○ ○

Ｃ ー ○ ○ ー ー ー ○ ○ ○ ○

名古屋市 京都市 大阪市 堺市 神戸市 岡山市 広島市 北九州市 福岡市 熊本市

訪
問
型

Ａ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ ○  ー※１ ー ー ○ ー ○ ○ ー ○

Ｃ ー ー ○ ー ー ー ○ ○ ー ○

Ｄ ー  ○※２ ー ー ー ー ー ー ー ○

通
所
型

Ａ ○ ○ ー ○ ー ○ ○ ○ ○ ○

Ｂ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ○

Ｃ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ー ○
※１ R8～開始
※２ R8～廃止

※ Ａ～Ｄは実施手法等による分類であり、各自治体は地域の実情に応じて
 サービス内容を検討する。

39

Ａ ：多様な主体によるサービス・活動（指定又は委託）
Ｂ・Ｄ：住民主体によるサービス・活動（補助）（Ｄは訪問型のみ(移動支援)）
Ｃ ：短期集中予防サービス
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